
五
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

我
孫
子
市
民
プ
ラ
ザ
で
、
八
十

人
を
超
え
る
市
民
の
参
加
で

講
演
会
開
催
。
主
催
我
孫
子

市
憲
法
を
考
え
る
市
民
の
つ
ど

い
実
行
委
員
会
。
講
師
は
永

山
茂
樹
さ
ん
。
講
演
は
①
日

本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
構

成
す
る
五
本
柱
②
日
本
国
憲

法
の
平
和
主
義
の
淵
源
③
改

憲
の
狙
い
（
一
）
明
文
改
憲
④

改
憲
の
狙
い
（
二
）
実
質
改
憲

⑤
明
文
改
憲
の
進
捗
？
で
す
。

自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
し
、

ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
、
海
外
で

軍
隊
と
し
て
行
動
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
す
。
ト
ラ
ン
プ

政
権
が
国
連
憲
章
、
国
際
法

を
踏
み
に
じ
っ
て
行
っ
て
い
る
イ

ラ
ン
へ
の
先
制
攻
撃
、
こ
う
い
う

ア
メ
リ
カ
と
一
緒
に
戦
争
に
参

加
し
て
い
い
の
か
。
こ
の
こ
と
が

問
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
憲
法

九
条
が
持
つ
力
を
歴

史
的
に
振
り
返
り
ま

し
た
。
日
本
の
憲
法
九

条
一
項
の「
日
本
国
民

は
、
正
義
と
秩
序
を
基

調
と
す
る
国
際
平
和

を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇

又
は
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
は
、
永

久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。
」

二
項
は「
前
項
の
目
的

を
達
す
る
た
め
、
陸
海

空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ

を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権

は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。
」
と
定

め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
際
的

な
公
約
で
す
。

憲
法
前
文
で
は「
わ
れ
ら
は
、

全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く

恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平

和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利

を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」

と
全
世
界
の
人
に
対
す
る
、
人

権
保
障
（
と
り
わ
け
、
平
和
的

生
存
権
）
を
明
記
。
こ
の
成
り

立
ち
の
歴
史
的
な
背
景
と
し
て
、

第
一
次
世
界
大
戦
で
の
多
大

な
人
々
の
犠
牲
、
そ
れ
に
も
と

づ
く
、
戦
争
の
違
法
化
の
高
ま

り
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大

戦
の
空
前
の
大
き
な
犠
牲
を

踏
ま
え
、
国
連
憲
章
で
武
力

行
使
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
、
日

本
国
憲
法
は
ア
ジ
ア
諸
国
に

対
す
る
加
害
責
任
、
そ
し
て
世

界
初
め
て
の
原
爆
の
被
爆
、
こ

う
し
た
世
界
と
日
本
の
戦
争

体
験
か
ら
憲
法
九
条
が
誕
生
。

今
、
衆
議
院
で
は
改
憲
勢
力
が

八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
現

状
が
あ
り
、
改
憲
の
危
機
は
か

つ
て
な
く
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
国
民

の
大
多
数
は

「
改
憲
は
急

ぐ
必
要
は
な

い
」
で
す
。
高

市
首
相
の
改

憲
前
の
め
り

に
は
、
危
機

感
を
持
っ
た

国
民
が
自
ら

の
意
思
で
行

動
に
立
ち
上

が
っ
て
い
ま
す
。

講
演
で
は
、

明

文

改

憲

と
同
時
に
実

質
改
憲
（
軍
事
費
２
倍
化
、
敵

地
攻
撃
能
力
保
持
・
強
化
、

武
器
輸
出
の
全
面
解
禁
な
ど
）

に
も
反
対
す
る
必
要
性
を
強

調
。
ま
と
め
で「
憲
法
九
条
を

守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
」と
締
め

く
く
り
ま
し
た
。

（Ｔ
・Ｏ
）
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け
や
き
の
風

か
つ
て
イ
ラ
ン
・
イ

ラ
ク
・
北
朝
鮮
を
な
ら

ず
者
国
家
と
言
っ
て
い

た
ア
メ
リ
カ
が
今
や

「
世
界
の
な
ら
ず
者
国

家
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今

回
の
イ
ラ
ン
攻
撃
を
支
持
す

る
同
盟
国
は
皆
無
で
す
▼
就

任
式
に
招
待
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
気
に
入
り
の
イ
タ
リ
ア
の

メ
ロ
ニ
ー
首
相
は
「
イ
タ
リ

ア
は
他
の
人
民
の
自
由
を
侵

害
す
る
手
段
及
び
国
際
紛
争

を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
の

戦
争
を
否
認
す
る
」
と
イ
ラ

ン
侵
略
を
明
確
に
批
判
し
、

シ
チ
リ
ア
島
の
米
空
軍
基
地

使
用
を
禁
止
し
ま
し
た
。
ま

た
同
時
に
「
間
違
い
は
間
違

い
と
し
て
批
判
す
る
の
が
同

盟
国
の
役
割
」
と
い
う
▼
米

軍
基
地
の
あ
る
湾
岸
諸
国
カ

タ
ー
ル
・
バ
ー
レ
ー
ン
・
ク

ウ
ェ
ー
ト
・
Ｕ
Ａ
Ｅ
な
ど
は

イ
ラ
ン
か
ら
報
復
爆
撃
を
受

け
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル

に
く
る
イ
ラ
ン
の
ミ
サ
イ
ル

（
３
５
０
万
円
相
当
）
を
ア

メ
リ
カ
は
パ
ト
リ
オ
ッ
ト

（
６
・
５
億
円
）
な
ど
で
撃

破
し
て
い
ま
す
が
、
Ｕ
Ａ
Ｅ

な
ど
の
湾
岸
諸
国
に
く
る
イ

ラ
ン
の
ミ
サ
イ
ル
を
米
は
迎

撃
し
て
い
ま
せ
ん
。
「
基
地

を
貸
し
て
い
る
の
に
米
は
国

の
安
全
を
保
障
し
て
く
れ
な

い
」
と
し
て
、
米
軍
基
地
撤

去
論
が
出
て
い
ま
す
▼
著
名

な
国
際
政
治
学
者
イ
ワ
ン
・

ブ
レ
ー
マ
ー
氏
は
「
ア
メ
リ

カ
は
今
や
世
界
的
政
治
リ
ス

ク
の
原
動
力
だ
、
米
は
世
界

全
体
を
脅
か
し
て
い
る
」
と

批
判
す
る
。
「
国
際
法
違
反
」

と
い
ま
だ
に
ア
メ
リ
カ
を
批

判
で
き
な
い
日
本
は
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
の
信

頼
を
失
い
、
い
ま
で
は
中
国

の
ほ
う
が
信
頼
さ
れ
て
い
る

状
況
だ
と
い
う
。
（
Ｓ
・
Ａ
）

街 路 樹

※
湖
北
台
後
援
会「
け
や
き
の
風
」の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
読
者
の
み
な
さ
ん
の
カ
ン
パ
で
発
行
し
て
い
ま
す

日本共産党湖北台

後援会連絡所

早川 7149-0322

小野里

080-5646-9147

鈴木 7139-3421

—

「
憲
法
の
平
和
主
義
を
守
る
こ

と

せ
ま
り
く
る
改
憲
の
危
機
」

永
山
茂
樹
さ
ん
熱
弁
！

五
月
三
日
の
憲
法
記
念
日

に
は
東
京
江
東
区
の
有
明
防

災
公
園
に
は
思
い
思
い
の
プ

ラ
カ
ー
ド
や
の
ぼ
り
を
も
っ

た
人
で
あ
ふ
れ
ま
し
た
、
そ

の
数
は
昨
年
を
大
き
く
上
ま

わ
る
五
万
人
（
写
真
）
。

こ
の
日
は
北
海
道
か
ら
沖

縄
ま
で
集
会
や
講
演
会
が
企

画
さ
れ
た
ほ
か
、
池
袋
駅
頭

で
は
小
池
晃
日
本
共
産
党
書

記
局
長
が
「
絶
対
に
戦
争
さ

せ
な
い
た
め
の
一
番
の
力
は

憲
法
だ
」
と
述
べ
平
和
を
求

め
る
国
民
と
と
も
に
改
憲
を

止
め
る
た
た
か
い
の
先
頭
に

立
つ
と
の
決
意
を
語
り
ま
し

た
。
（
Ｓ
・
Ａ
）

自
民
党
の
改
憲
の
中
心

は
憲
法
九
条

５
月
５
日
、
第

18
回
鯉
の
ぼ
り
ま

つ
り
が
湖
北
台
中

央
公
園
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
五
月

晴
れ
の
心
地
よ
い

風
に
大
小
の
鯉
の

ぼ
り
が
泳
ぐ
中
、

子
供
た
ち
の
元
気

な
声
が
聞
か
れ
ま

し
た
。
和
太
鼓
演

奏
、
よ
さ
こ
い
ソ
ー

ラ
ン
、
寄
席
、
子

ど
も
神
輿
、
湖
北

阿
波
踊
り
な
ど
な

ど
が
行
わ
れ
、
団

地
自
治
会
の
お
に

ぎ
り
・
豚
汁
は
じ

め
模
擬
店
が
そ
ろ

い
、
地
区
社
協
の

手
作
り
鯉
の
ぼ
り

や
風
車
を
作
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
ミ
ニ
動
物
園

な
ど
も
行
わ
れ
、

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
11

台
も
出
店
し
、
子

ど
も
た
ち
は
じ
め

大
人
も
楽
し
ん
で

い
ま
し
た
。

主
催
:
湖
北
台
自

治
会
連
合
会
、
後

援
:
我
孫
子
市

（
Ｈ
・
Ｈ
）

「平和と人権・憲法守れ」

の有明憲法集会に五万人

憲
法
前
文
で
平
和
的
生

存
権
を
明
記

第18回鯉のぼりまつり
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デ
モ
カ
レ
ン
ダ
ー
見
て
馳
せ
来
し
と
う
若
者
数
多

は

あ

ま

た

九
条
守
る
発
言
頼
も
し

七
丁
目

山
野

美
津

腰
痛
の
い
ま
だ
癒
え
ぬ
に
参
加
せ
り

有
明
五
万
人
の
「
憲
法
大
集
会
」

五
丁
目

鈴
木

明

し
べ
落
ち
て

若
葉
そ
よ
げ
る

朝
か
な

あ
し
た

三
丁
目

松
永
美
穂
子

水
満
ち
て

カ
エ
ル
歓
び

夜
に
歌

七
丁
目

山
里

歩

「
な
ら
ず
者
国
」
と
言
い
し
国
い
ま
な
ら
ず
者
国

五
丁
目

一
言
有
三

我
孫
子
駅
南
口
か
ら
徒
歩

約
３
０
分
（
１
７
０
０
㍍
）
。

船
戸
の
森
入
り
口
前
に
は
手

賀
沼
へ
降
り
る
緩
や
か
な
坂

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
坂
の
西

側
に
屋
敷
跡
（
写
真
）
が
あ

り
ま
す
。
現
在
屋
敷
跡
は
民

間
の
所
有
地
で
月
の
第
２
、

第
４
土
曜
日
に
無
料
で
公
開

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
武
者

小
路
は
我
孫
子
の
地
に
１
９

１
６
年
（
大
正
５
）
か
ら
約

２
年
間
住
み
、
１
９
１
８
年

に
は
「
新
し
き
村
」
の
発
会

式
を
こ
こ
で
執
り
行
い
、
宮

崎
県
日
向
へ
旅
立
っ
て
い
っ

た
。
現
在
、
屋
敷
跡
に
残
る

建
物
は
、
大
正
時
代
の
建
物

を
模
し
て
戦
後
建
て
ら
れ
た

も
の
。
庭
か
ら
斜
面
林
の
景

観
と
相
ま
っ
て
、
当
時
の
我

孫
子
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き

る
数
少
な
い
場
所
と
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
篤
は
住
ん

で
い
た
約
２
年
白
樺
派
の
作

家
志
賀
直
哉
と
は
、
敷
地
南

側
に
続
く
「
ハ
ケ
の
道
」

や
手
賀
沼

の
湖
上
を

小
舟
で
往
来

し
な
が
ら
、

親
交
を
深
め

て
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い

ま
す
。
手
賀

沼
へ
の
道
の

両
側
に
は
大

き
な
葉
を
三

つ
付
け
る
ム

サ
シ
ア
ブ
ミ

が
群
生
し
て

い
る
の
に
は

驚
き
ま
し
た
。
（
里
）

文
芸
欄

※
寄
稿
・
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

短

歌

俳

句

川

柳

武
者
小
路
実
篤
屋
敷
跡
を
訪
ね
て

(https://jcp-a biko.

com/ )※日本共産党我

孫子市議

団、で検

索しても

見れます。、

我 孫 子 市 議 団
ホ ー ム ペ ー ジ

※
法
律
相
談
（相
談
無
料
）・岩
井
事
務
所
に
て
毎
月
第
４
木
曜
日
（２
時
～
４
時
）開
催
し
て
い
ま
す
（事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）０
４
７
・１
８
８
・２
１
４
１

政治革新の道しるべ、
真実をつたえ希望をはこぶ新聞です

日刊紙●月 ３４９７円
日曜版●月 ９９０円
※こちらから申し込めます
日本共産党本部QRコード→

政
府
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
（
情
報
活
動
）
機
能
を
強

化
す
る
「
国
家
情
報
会
議
」

設
置
法
案
が
４
月
22
日
の
衆

院
内
閣
委
員
会
で
、
自
民
党
、

日
本
維
新
の
会
、
中
道
改
革

連
合
、
国
民
民
主
党
、
参
政

党
、
チ
ー
ム
み
ら
い
な
ど
の

賛
成
多
数
で
可
決
。
日
本
共

産
党
は
反
対
。
塩
川
鉄
也
議

員
は
討
論
で
、
同
法
案
は
戦

争
す
る
国
づ
く
り
と
一
体
で
、

市
民
監
視
や
人
権
侵
害
、
政

権
に
よ
る
世
論
誘
導
・
政
界

工
作
を
拡
大
す
る
と
批
判
。

「
憲
法
９
条
や
基
本
的
人
権

を
踏
み
に
じ
る
体
制
づ
く
り

は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
」
と

し
て
廃
案
を
求
め
ま
し
た
。

同
法
案
は
「
ス
パ
イ
活
動
」

の
司
令
塔
と
し
て
「
国
家
情

報
会
議
」
と
「
国
家
情
報
局
」

を
設
置
し
ま
す
。
塩
川
氏
は

「
安
保
３
文
書
」
は
日
米
共

同
の
情
報
収
集
や
目
標
捕
捉

な
ど
の
能
力
・
活
動
強
化
や

統
合
防
空
ミ
サ
イ
ル
能
力
強

化
を
明
記
し
て
い
る
と
指
摘
。

情
報
収
集
機
能
を
強
化
す
る

同
法
案
は
「
米
国
の
無
法
な

先
制
攻
撃
に
加
担
す
る
日
米

同
盟
体
制
の
強
化
を
さ
ら
に

加
速
さ
せ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
」
と
強
調
し
ま
し
た
。

イ
ラ
ク
戦
争
時
の
自
衛
隊

情
報
保
全
隊
の
市
民
監
視
事

件
を
は
じ
め
自
衛
隊
や
警
察

な
ど
各
情
報
機
関
に
よ
る
数
々

の
国
民
監
視
や
人
権
侵
害
に

つ
い
て
、
政
府
は
反
省
も
謝

罪
も
し
て
い
な
い
こ
と
が
質

疑
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
指

摘
。
法
案
は
「
表
現
の
自
由

や
思
想
信
条
の
自
由
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
権
な
ど
憲
法
が
保

障
す
る
基
本
的
人
権
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
も
の
だ
」
と

厳
し
く
批
判
し
ま
し
た
。

（
Ｈ
・
Ｈ
）

人
権
侵
害
・
世
論
誘
導
を
拡
大

国
家
情
報
会
議
法
案
を
可
決

「
こ
ど
も
の
日
」
に
合
わ

せ
て
総
務
省
が
４
日
発
表

し
た
15
歳
未
満
の
子
ど
も

の
推
計
人
口
（
４
月
１
日

現
在
）
は
、
前
年
比
35
万

人
少
な
い
１
３
２
９
万
人

と
45
年
連
続
の
減
少
と
な

り
ま
し
た
。
比
較
可
能
な

１
９
５
０
年
以
降
で
過
去

最
少
を
更
新
し
ま
し
た
。

比
較
の
時
点
は
異
な
り

ま
す
が
国
連
の
推
計
な
ど

に
よ
る
と
、
総
人
口
に
占

め
る
子
ど
も
の
割
合
は
、

人
口
４
０
０
０
万
人
以
上

の
38
カ
国
の
中
で
韓
国
に

つ
い
で
２
番
目
に
低
く
な

り
ま
し
た
。
（
Ｈ
・
Ｈ
）

子
ど
も
の
人
口
45
年
連
続
減
少

街の告知板

新しくできた中央公園の遊具

各公園の松の木↓


